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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波造影剤を用いた時系列の超音波画像を表す超音波画像データをもとに超音波画像
を表示装置に表示する表示処理部と、
　前記表示装置に表示された超音波画像に対して関心領域を設定する入力操作部と、
　当該入力操作部で設定された関心領域を複数のセルに区分する区分処理部と、
　前記超音波画像データに基づき１フレーム毎に前記セルの輝度レベルを演算する輝度レ
ベル演算部と、
　前記セルのうちの１つを対象セルとし、前記セルのうち前記対象セルの周囲のセルの輝
度レベルと前記対象セルの輝度レベルとの差をもとに不均一性を判断する処理を、前記対
象セルを切り替えて繰り返し行なって、１フレーム毎に不均一性の度合を演算する不均一
性度合演算部と、
　不均一性度合演算部で演算した１フレーム毎の不均一性の度合を時系列に出力する演算
結果出力部と、を備えることを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記不均一性度合演算部は、前記関心領域に含まれるセルのうち前記対象セルに隣接す
るセルそれぞれと前記対象セルとの間で前記輝度レベルを比較し、前記対象セルに対して
前記輝度レベルの差がしきい値以上となるセルを不均一であるとしてカウントし、
　１フレーム毎の、前記関心領域に含まれるセルそれぞれのカウント結果の総和を、不均
一性の度合を表す指数として演算することを特徴とする請求項１記載の医用画像処理装置
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。
【請求項３】
　前記演算結果出力部は、フレーム毎の前記指数を、時系列にグラフ表示することを特徴
とする請求項２記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記演算結果出力部は、前記フレーム毎の前記指数の平均値を演算し、当該平均値を出
力することを特徴とする請求項３記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記区分処理部は、前記関心領域を含むようにグリッド線を設定し、当該グリッド線で
区分される領域を前記セルとし、
　入力される前記グリッド線の間隔に応じて、前記グリッド線を設定することを特徴とす
る請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の医用画像処理装置。
【請求項６】
　膵癌の鑑別に用いられることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載
の医用画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の医用画像処理装置を備えることを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波造影剤を用いた時系列の超音波画像を表す超音波画像データの処理方法であって
、
　前記超音波画像データをもとに超音波画像を表示装置に表示するステップと、
　前記表示装置に表示された超音波画像に対して入力操作部により設定された関心領域を
複数のセルに区分するステップと、
　前記超音波画像データに基づき１フレーム毎に前記セルの輝度レベルを演算するステッ
プと、
　前記セルのうちの１つを対象セルとし、前記セルのうち前記対象セルの周囲のセルの輝
度レベルと前記対象セルの輝度レベルとの差をもとに不均一性を判断する処理を、前記対
象セルを切り替えて繰り返し行なって、１フレーム毎に不均一性の度合を演算するステッ
プと、
　１フレーム毎の不均一性の度合を時系列に出力するステップと、を備えることを特徴と
する医用画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波造影剤が投与された被検体を撮影することで得られた超音波画像に対
して画像処理を行なう、医用画像処理装置、超音波診断装置、および医用画像処理方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、膵癌の診断を行なう手段として、腹部超音波、コンピュータ断層撮影法（ＣＴ:C
omputed Tomography）、核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ:Magnetic Resonanse Imaging）、陽
電子放射断層撮影（ＰＥＴ:Positron Emission Tomography）、内視鏡的逆行性胆膵管造
影（ＥＲＣＰ:Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography）、超音波内視鏡検査
（ＥＵＳ:endoscopic ultrasonography）、などを用いた様々な検査主技が用いられてい
る。
　この中で、ＥＵＳでは、体内操作で高周波数の超音波トランスデューサーを膵の近くに
持っていくことができるため、その高い分解能により、膵実質、膵管、膵近傍臓器の詳細
な観察が可能である。
【０００３】
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　また、電子式のトランスデューサーやドップラー機能の開発によりＥＵＳ下で膵病変を
、穿刺針を用いて穿刺し、吸引細胞診を行なう手技（ＥＵＳ－ＦＮＡ（fine needle aspi
ration））も発達し、ＣＴやＭＲＩを凌駕する診断精度の向上が報告され、ＥＵＳは膵癌
の診断において不可欠な検査手技となっている。
　ところで、膵癌の２０～３５％に慢性膵炎が合併することが報告されており、慢性膵炎
は膵癌の危険因子の一つであるとされている。膵癌の診断に最も感度が高いとされるＥＵ
ＳやＥＵＳ－ＦＮＡの問題点として、慢性膵炎合併膵癌の診断精度が、非合併例に比べて
低いことが指摘されている。これは、膵炎による炎症性良性腫瘤も膵癌と同様にＥＵＳ像
では、ＥＵＳ画面で黒っぽく見える低エコーを呈し、ＥＵＳ－ＦＮＡで細胞を採取しても
、強い炎症による細胞変化と癌細胞との鑑別が困難な場合があるからである。２００５年
にＶａｒａｄａｒａｊｕｌｕらは、慢性膵炎非合併膵癌を検出するＥＵＳやＥＵＳ－ＦＮ
Ａの感度は９１.３％であったのに対し、慢性膵炎合併膵癌を検出するＥＵＳやＥＵＳ－
ＦＮＡの感度は７３.９％にすぎなかったと報告している。
【０００４】
　近年、第２世代超音波造影剤が開発され、マイクロバブル等の超音波造影剤を検出する
観測装置の開発により造影ＥＵＳが可能となった。造影ＣＴや造影ＭＲＩと、造影ＥＵＳ
との大きな違いは、リアルタイムで病変の造影所見、つまり病変の血管構築と、血流動態
などを観察することができることである。
　このような造影剤を用いた検査において、ＴＩＣ（Time Intensity Curve）を用いた検
査が行なわれることがある。ＴＩＣとは、超音波画像上に設定された関心領域（ＲＯＩ:R
egion of Interest）内の平均輝度の時間変化を示す時間輝度曲線であり、このＴＩＣを
表示させることで、造影剤濃度の変化を観察することができ、造影剤の体内の循環の様子
を定量的に把握し、被検体内の疾患の有無或いは程度を診断することができる（例えば、
特許文献１参照）。
　また、ＴＩＣを用いて診断を行なう場合、ＲＯＩ内に、ＴＩＣの観測対象部位である組
織の他に、ＴＩＣの非観測対象部位が含まれている場合でも、ＴＩＣの観測対象部位のみ
についての時間輝度曲線を作成するようにしたもの（例えば、特許文献２参照）なども提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９５３７６号公報
【特許文献２】特開２０１０－７５５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、２０１０年にＦｕｓａｒｏｌｉらは、不均一な弱い造影所見が膵癌の特徴で
あり、造影により、ＥＵＳの慢性膵炎合併膵癌の診断精度が向上すると報告した。造影Ｅ
ＵＳに関する報告は未だ少なく、様々な面からの検証が必要であるが、造影ＥＵＳはこれ
までのＥＵＳやＥＵＳ－ＦＮＡの問題点を克服しうる可能性を秘めている。なお、造影Ｅ
ＵＳにおける“弱い”造影効果とは、病変内に造影剤があまり入ってこないこと、つまり
、血管、血流が乏しく、経時的にみても病変全体が黒っぽく見えることを意味する。逆に
、“強い”造影効果とは、造影剤がたくさん病変内に入り、つまり血管、血流が豊富であ
って、病変全体が白く見えることを意味する。また、“不均一性”とは病変内に白く見え
るところと黒く見えるところが混在することを意味し、“均一性”とは病変内が均一に白
く見えるか、均一に黒く見えることを意味する。
【０００７】
　不均一な造影所見、弱い造影所見の診断はあくまでも施行医の経験や印象に左右され、
日常臨床では、均一な強い造影所見に近い造影パターンを呈する膵癌も経験する。
　そのため、造影ＥＵＳ所見における、“均一”、“不均一”、“強い”、“弱い”とい
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った所見により客観性も持たせ、どんな経験の医師でも正確に同じ診断ができる、また正
常パターンに近い造影所見を示す膵癌も拾い上げるための手法が望まれている。
　造影剤、つまり個々のバブルはＥＵＳ画像で、白いスポットとして捉えられるため、前
述のように、病変内に関心領域（ＲＯＩ）を設定し、ＲＯＩ内の経時的な輝度の変化をグ
ラフ化（数値化）して、臨床で使用されている。しかし、このソフトウェアはあくまでも
輝度を数値化しているもので“強い”、“弱い”といった所見に客観性を持たせるもので
しかなく、よりよい方法が望まれていた。
　そこで、この発明は、上記従来の未解決の問題に着目してなされたものであり、経験や
印象に左右されることなく、造影所見の診断を適切に行なうための一助となる情報を提供
する医用画像処理装置、超音波診断装置、および医用画像処理方法を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、超音波造影剤を用いた時系列の超音波画像を表す超音波画像
データをもとに超音波画像を表示装置に表示する表示処理部と、表示装置に表示された超
音波画像に対して関心領域を設定する入力操作部と、入力操作部で設定された関心領域を
複数のセルに区分する区分処理部と、超音波画像データに基づき１フレーム毎にセルの輝
度レベルを演算する輝度レベル演算部と、セルのうちの１つを対象セルとし、セルのうち
対象セルの周囲のセルの輝度レベルと対象セルの輝度レベルとの差をもとに不均一性を判
断する処理を、対象セルを切り替えて繰り返し行なって、１フレーム毎に不均一性の度合
を演算する不均一性度合演算部と、不均一性度合演算部で演算した１フレーム毎の不均一
性の度合を時系列に出力する演算結果出力部と、を備える医用画像処理装置が提供される
。
【０００９】
　本発明の他の態様によれば、上記態様に記載の医用画像処理装置を備える超音波診断装
置が提供される。
　また、本発明の他の態様によれば、超音波造影剤を用いた時系列の超音波画像を表す超
音波画像データをもとに超音波画像を表示装置に表示するステップと、表示装置に表示さ
れた超音波画像に対して入力操作部により設定された関心領域を複数のセルに区分するス
テップと、超音波画像データに基づき１フレーム毎にセルの輝度レベルを演算するステッ
プと、セルのうちの１つを対象セルとし、セルのうち対象セルの周囲のセルの輝度レベル
と対象セルの輝度レベルとの差をもとに不均一性を判断する処理を、対象セルを切り替え
て繰り返し行なって、１フレーム毎に不均一性の度合を演算するステップと、１フレーム
毎の不均一性の度合を時系列に出力するステップと、を備える医用画像処理方法が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、関心領域内の超音波画像について、輝度の不均一性の度合を
フレーム毎に演算し、この不均一性の度合を、時系列に出力するようにしたため、膵癌と
慢性膵炎など、超音波画像において不均一性の度合に差が生じる場合などに、関心領域内
の超音波画像から得られた不均一性の度合を参照することによって鑑別の一助とすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明における医用画像処理装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】解析装置の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３】関心領域を設定した超音波画像の一例である。
【図４】関心領域を含むようにグリッドを設定した超音波画像の一例である。
【図５】セルの位置を説明するための説明図である。
【図６】マダラ指数演算処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図７】マダラ指数の演算方法を説明するための説明図である。
【図８】超音波造影剤を注射する前およびその後の変化を表す、膵癌症例の超音波画像の
一例である。
【図９】超音波画像を表す表示画面の一例である。
【図１０】超音波画像およびセルの輝度レベルを表す表示画面の一例である。
【図１１】マダラ指数の経時的変化の一例を示すグラフおよび平均マダラ指数の表示画面
の一例である。
【図１２】超音波造影剤を注射する前およびその後の変化を表す、慢性膵炎の超音波画像
の一例である。
【図１３】超音波造影剤を注射する前およびその後の変化を表す、膵癌症例の超音波画像
の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の詳細な説明では、本発明の実施形態の完全な理解を提供するように多くの特定の
細部について記載される。しかしながら、かかる特定の細部がなくても１つ以上の実施態
様が実施できることは明らかであろう。他にも、図面を簡潔にするために、周知の構造及
び装置が略図で示されている。
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
　図１は、本発明における医用画像処理装置１０の概略構成の一例を示す構成図である。
　本発明における医用画像処理装置１０は、超音波造影剤として例えばマイクロバブルを
用い、これにより得た超音波画像データを処理対象としている。
【００１３】
　図１に示すように、医用画像処理装置１０は、例えばパーソナルコンピュータなどで構
成され、例えば超音波画像取得装置２０で取得した超音波画像データを記憶する超音波画
像データ記憶装置１と、超音波画像データ記憶装置１に格納された超音波画像データに対
して処理を行なう解析装置２と、解析装置２での解析に必要な各種設定を行なうためのマ
ウスあるいはキーボードなどの入力装置３と、超音波画像データや、解析装置２での解析
結果などを表示する表示装置４と、を備える。
　超音波画像取得装置２０は、例えば、超音波診断装置などであって、超音波プローブを
備え、被検体に超音波を送信し、被検体からの反射波を受信してその反射波に基づいて超
音波画像データを生成する。
【００１４】
　図２は、解析装置２の処理手順の一例を示すフローチャートの一例である。
　解析装置２は、まず、超音波画像データを入力しこれを超音波画像データ記憶装置１に
格納する。また、入力した超音波画像データを表示装置４に表示する（ステップＳ１）。
例えば、１フレーム目の超音波画像を表示する。
　超音波画像データは、超音波画像取得装置２０から直接取得してもよく、あるいは、超
音波画像取得装置２０からの超音波画像データが格納されたＵＳＢ（Universal Serial B
us）メモリなどの可搬型記憶媒体から取得してもよい。
【００１５】
　ユーザが入力装置３を操作することにより、ユーザによって関心領域の設定操作が行な
われると（ステップＳ２）と、解析装置２は、設定された関心領域に応じて関心領域設定
処理を行なう（ステップＳ３）。
　ユーザによる関心領域の設定操作は、例えば図３に示すように、表示装置４に表示され
た超音波画像において、ユーザが解析対象とする部位を囲むように、複数点をマウスなど
の表示装置４で選択することにより、選択された複数点を結ぶ線分で囲まれた領域を設定
する。解析装置２では、表示装置４での複数点の選択操作に応じて選択された点どうしを
順に線分で結んで表示し、選択された複数点を結ぶ閉じた領域を関心領域と認識する。関
心領域の設定方法はこれに限るものではなく、例えば、円、楕円、矩形などを、解析対象
とする部位を囲むように大きさを調整して表示することにより、関心領域として設定する
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ようにしてもよく、解析対象とする部位を囲むように関心領域を設定することができれば
、どのような方法であってもよい。
【００１６】
　なお、解析装置２では、表示装置４に表示された超音波画像を、拡大あるいは縮小表示
する操作、また超音波画像の表示範囲を移動する操作指示などが行なわれた場合には、指
示に応じた処理を行なう。
　解析装置２では、関心領域の設定操作が終了したならば、ステップＳ４に移行し、例え
ば図４に示すようにグリッドを表示する。例えば、予め設定された本数の基本のグリッド
を表示する。このとき、例えば、基準の縮尺におけるグリッドの間隔を予め定めておき、
表示されている超音波画像の縮尺に応じて間隔を調整して表示する。また、ユーザにより
設定された関心領域を含むように、グリッドを表示する。
【００１７】
　そして、ユーザの入力装置３の操作により、グリッドの間隔あるいは本数、表示位置な
どの調整操作が行なわれた場合には（ステップＳ５）、行なわれた調整操作に応じて更新
してグリッドを表示する（ステップＳ６）。
　例えば、グリッド線の数として、縦横それぞれについて表示本数が指定されたならば、
指定された本数のグリッドを表示する。またグリッド間隔として、縦横それぞれについて
間隔が指定されたならば、指定された間隔でグリッドを表示する。例えば、基本のグリッ
ドを表示した後に、グリッド線の縦横それぞれの表示本数や、間隔を、表示位置などを問
い合わせる表示を行い、入力装置３での入力操作に応じてグリッドの調整を行なえばよい
。
【００１８】
　なお、ここでは、基本のグリッドをまず表示し、その後グリッドを調整する場合につい
て説明したが、基本のグリッドは表示せずに、グリッド線の縦横それぞれの表示本数や、
間隔、またグリッドの表示位置を問い合わせる表示を行い、入力された値、あるいは入力
された表示位置に応じてグリッドを表示するようにしてもよい。
　また、基本のグリッドは、関心領域の大きさやその縮尺と、適切なグリッド線の本数と
を予め対応付けて記憶しておき、これに基づき、設定された関心領域の大きさやその縮尺
に応じて適切なグリッド線の本数を自動的に特定し、特定したグリッド線を基本のグリッ
ドの本数として表示するようにしてもよい。
【００１９】
　例えば、関心領域が小さい場合には、グリッドを多数設定するとセルが細かくなり、関
心領域内のセルの不均一性がわかりにくくなる可能性があるが、超音波画像を拡大表示す
ると適度なグリッド本数となる可能性もある。逆に、グリッドの設定本数が少ないと、関
心領域に含まれるセルの数が少なくなり過ぎ、セル間の輝度の不均一性がわかりにくくな
る可能性がある。したがって、関心領域の大きさやその縮尺などに応じて適度な本数のグ
リッド線を設定することにより、関心領域に含まれるセルの不均一性をわかりやすくする
ことができる。
　解析装置２では、グリッドの調整が終了すると、ステップＳ７に移行し、超音波画像デ
ータのフレームを識別する変数ＦをＦ＝１とする。
【００２０】
　そして、ステップＳ８に移行し、変数Ｆで特定されるフレームについて、グリッドで区
切られたセル毎に輝度の演算を行なう。すなわち、超音波画像データ記憶装置１から１フ
レーム分の超音波画像データを読み出し、この超音波画像データで表される超音波画像に
おいて、ステップＳ４で設定されたグリッドで特定されるセル毎に、輝度の演算を行なう
。すなわち、グリッドで区切られるセルの行をｍ、列をｎとすると、ｍ×ｎ個のセル全て
について輝度の演算を行なう。
　なお、各フレームでは、グリッド設定時における超音波画像に対するグリッドの位置関
係を満足するようにグリッドを設定し、このグリッドで特定されるセル毎に、輝度の演算
を行なう。すなわち、各フレームにおいて、同一位置のセルが表す画像は、同一部位の画



(7) JP 6432910 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

像を表すことになる。
【００２１】
　セルの輝度の演算は次の手順で行なう。
　なお、輝度の演算は、関心領域内のセルについてのみ行なう。関心領域外のセルについ
ては、輝度の設定は行なわずそのセルは無効とする。また、セルに含まれる画素全てが、
関心領域内に含まれるときにのみ有効とし、輝度の設定を行なう。例えば、１つのセル内
に関心領域の境界が存在するときには、このセルは無効とする。
　そして、有効と判断されたセルに含まれる全ての画素の輝度データをもとに、その代表
値を求める。例えば、全画素の輝度の合計値を代表値としてもよく、全画素の輝度の平均
値、あるいは最頻値、最大値、最小値、中間値などを代表値としてもよい。
　そして、求めた代表値をもとに、輝度のレベルに応じて３階調に分類する。例えば、黒
、白、それ以外に分類し、例えば輝度が０～２５５の２５６階調で表されているときには
、代表値が、輝度０以上５０以下のときには輝度レベルは０、輝度５１以上２００以下の
ときには輝度レベルは１、輝度２０１以上２５５以下のときには輝度レベルは２と分類す
る。
【００２２】
　なお、ここでは、セルに含まれる画素全てが関心領域内に含まれるときにのみ有効とし
ているが、セルに含まれるいずれかの画素が関心領域内に含まれるときには有効とし、全
ての画素が関心領域内に含まれないときにのみ無効としてもよい。あるいは、セルに含ま
れる画素のうち半分以上、あるいは１／３以上など、セルの何割かが関心領域内に含まれ
るときにのみ有効とみなすようにしてもよい。
　なお、セルに含まれるいずれかの画素が関心領域内に含まれるときには有効とするよう
にした場合には、代表値を演算する際には、セルに含まれる画素のうち関心領域内に含ま
れる画素のデータのみについて代表値を求めるようにしてもよい。あるいは、セル内の関
心領域に含まれる画素のデータをもとに、セルのうち関心領域に含まれない画素のデータ
を補間し、これに基づき代表値を求めるようにしてもよく、あるいは、関心領域に含まれ
ない画素のデータも含めて、有効とみなしたセルに含まれる画素全てのデータをもとに代
表値を求めるようにしてもよい。
【００２３】
　また、３階調の輝度レベルに分類しているが、これに限るものではなく、３階調以上で
あれば任意数の輝度レベルに分類してもよい。３階調以上の輝度レベルに分類する場合に
は、上記と同様に、まだらと判断するためのしきい値ｄｔｈを「２」と設定し、２階調以
上輝度レベルに差があるときにまだらと判断するようにしてもよい。あるいは４階調以上
の輝度レベルに分類した場合には２階調以上をまだらと判断してもよく、３階調以上をま
だらと判断してもよい。しきい値ｄｔｈは、輝度レベルの階調の数に応じて任意の値に設
定することができる。例えば、５階調の輝度レベルに分類し、しきい値ｄｔｈ＝２とした
ときには、輝度レベル０と輝度レベル３以上、輝度レベル１と輝度レベル４以上、輝度レ
ベル２と輝度レベル５のときに、まだらと判断することになる。
　このようにして、セルごとに輝度レベルを設定したならば、セルの位置と輝度レベルと
を対応付けて所定の記憶領域に格納する。
【００２４】
　セルの位置は、例えば、次のように設定する。
　例えば、図５に示すように、グリッド線が縦横５本ずつ設定され、５行×５行のセルに
区分されているものとすると、５行×５行のセルにおいて、左上のセルを１、右下のセル
を２５とする。つまり、グリッドで区分されるｍ行×ｎ列のセルを、左上のセルを１とし
、右下のセルを最後として、左上から順にナンバリングする。
　なお、セル内に関心領域の境界を含むセルを有効とするか無効とするか、あるいは、代
表値をどのように演算するか、あるいは、輝度レベルを何階調に分類するか、などの条件
により、セルの代表値すなわち輝度が決定され、これに基づき後述の不均一性の判断が行
なわれる。そのため、これらセルの輝度を決定する前述の各種条件については、グリッド
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間隔あるいは縮尺、関心領域内の輝度のばらつきなどを考慮して、関心領域内の輝度のば
らつきが、セルの輝度レベルに反映されるように設定すればよい。例えば、輝度レベルの
演算を開始する前あるいは演算した後に、セル内に関心領域の境界を含むセルを有効とす
るか無効とするか、あるいは、代表値をどのように演算するか、あるいは、輝度レベルを
何階調に分類するか、などを問い合わせる表示を、表示装置４に表示し、ユーザによる入
力装置３での指示操作に応じた条件で動作するように構成する。そして、後述の図１０に
示すように、例えば演算した１フレーム内の各セルの輝度レベルを、実際の超音波画像と
並べて表示装置４に表示することにより、関心領域内のセルの輝度レベルのばらつきを確
認した後、再度、条件を変更してセルごとの輝度レベルを導くように構成してもよい。
【００２５】
　なお、セルごとの輝度レベルは、全てのフレームについて同一条件で導く。
　このようにして、変数Ｆで特定されるフレームについて、セル毎の輝度レベルを演算す
る。
　変数Ｆで特定されるフレームについてセル毎の輝度レベルを演算したならば、ステップ
Ｓ９に移行し、次に、変数Ｆで特定される１フレーム内のセルの輝度の不均一性の度合を
表すマダラ指数を演算する。
　このマダラ指数の演算は、図６に示すマダラ指数演算処理の処理手順にしたがって行な
う。
【００２６】
　まず、グリッドで区分される各セルを特定する変数ｉ、すなわち、図６に示すように番
号で特定されるセルを特定するための、変数をｉ＝１とする（ステップＳ２１）。
　次いで、ステップＳ２２に移行し、変数ｉで特定されるセルの輝度レベルｄ（ｉ）を所
定の記憶領域から読み出し、この輝度レベルｄ（ｉ）は有効であるかを判断する。そして
、輝度レベルｄ（ｉ）が有効であるとき、すなわち、セルが無効と設定されておらず、輝
度レベルとして０、１、２のいずれかが設定されている場合には、ステップＳ２３に移行
する。
【００２７】
　このステップＳ２３では、「ｉ－Ｉｃｏｌ＞０かつｄ（ｉ－Ｉｃｏｌ）が有効であるか
」を判断する。ここで、Ｉｃｏｌは、グリッドで区分されるセルの行数である。例えば図
５の場合には、５行×５列に区分されるため、Ｉｃｏｌは５となる。
　そして、ｉ－Ｉｃｏｌ＞０かつｄ（ｉ－Ｉｃｏｌ）が有効であるときには、ステップＳ
２４に移行し、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ－Ｉｃｏｌ）〕＞ｄｔｈ」であるかを判断す
る。そして、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ－Ｉｃｏｌ）〕＞ｄｔｈ」を満足するとき、ス
テップＳ２５に移行し、マダラ指数Ｓｍを１だけカウントアップしてステップＳ２６に進
み、満足しないときにはそのままステップＳ２６に進む。
【００２８】
　なお、ステップＳ２４において、ａｂｓ〔Ｘ〕は、Ｘの絶対値である。ｄｔｈは、セル
の輝度レベルの差を表すしきい値であって、ここでは、セルの輝度レベルを「０、１、２
」の３階調に分類しているため、しきい値ｄｔｈは「２」とし、輝度レベルに２階調以上
の差があるか否かを判断している。
　図５に示すセルの区分において、ｉ－Ｉｃｏｌ＞０となるのは、２行目からであるため
、ステップＳ２３、ステップＳ２４では、ｉ＝αとしたとき、セルαの上の行にセルαと
隣接する関心領域内のセルがあるときに、セルαの輝度レベルと、セルαの上の行のセル
αと隣接するセル（ｉ（α）－Ｉｃｏｌ）の輝度レベルとを比較し、その差がしきい値ｄ
ｔｈより大きいとき、不均一すなわちまだらと判定している。
【００２９】
　そして、まだらと判定されるときステップＳ２５に移行し、マダラ指数Ｓｍを１だけカ
ウントアップする。
　ステップＳ２６では、「ｉ＋Ｉｃｏｌ＜Ｉａｌｌ＋１、かつｄ（ｉ＋Ｉｃｏｌ）は有効
であるか」を判断する。ここで、Ｉａｌｌは、グリッドで区分されるセルの総数である。
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例えば図５の場合には、５行×５列に区分されるため、Ｉａｌｌは「２５」となる。
　そして、ｉ＋Ｉｃｏｌ＜Ｉａｌｌ＋１、かつｄ（ｉ＋Ｉｃｏｌ）が有効であるときには
ステップＳ２７に移行し、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ＋Ｉｃｏｌ）〕＞ｄｔｈ」である
かを判断する。そして、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ＋Ｉｃｏｌ）〕＞ｄｔｈ」を満足す
るときステップＳ２８に移行し、マダラ指数Ｓｍを１だけカウントアップしてステップＳ
２９に進み、満足しないときにはそのままステップＳ２９に進む。
【００３０】
　つまり、図５に示すセルの区分において、ｉ＋Ｉｃｏｌ＜Ｉａｌｌ＋１となるのは、最
下行であるため、ステップＳ２６、ステップＳ２７では、ｉ＝αとしたとき、セルαの下
の行にセルαと隣接する関心領域内のセルがあるときに、セルαの輝度レベルとセルαの
下の行のセルαと隣接するセル（ｉ（α）＋Ｉｃｏｌ）の輝度レベルとを比較し、その差
がしきい値ｄｔｈより大きいとき、まだらと判定している。
　ステップＳ２９では、「（ｉ－１）　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０かつｄ（ｉ－１）は有効で
あるか」を判断する。ここで、「ＸｍｏｄＹ」は、ＸをＹで割り算した余りを表す。
【００３１】
　そして、（ｉ－１）　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０かつｄ（ｉ－１）が有効であるときにはス
テップＳ３０に移行し、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ－１）〕＞ｄｔｈ」であるかを判断
する。そして、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ－１）〕＞ｄｔｈ」を満足するときステップ
Ｓ３１に移行し、マダラ指数Ｓｍを１だけカウントアップしてステップＳ３２に進み、満
足しないときにはそのままステップＳ３２に進む。
　つまり、図５に示すセルの区分において、（ｉ－１）　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０となるの
は最左列を除く列であるため、ステップＳ２９、ステップＳ３０では、ｉ＝αとしたとき
、セルαの左の列にセルαと隣接する関心領域内のセルがあるときに、セルαの輝度レベ
ルとセルαの左の列のセルαと隣接するセル（ｉ（α）－１）の輝度レベルとを比較し、
その差がしきい値ｄｔｈより大きいとき、まだらと判定している。
【００３２】
　ステップＳ３２では、「ｉ　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０かつｄ（ｉ＋１）は有効であるか」
を判断する。
　ｉ　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０かつｄ（ｉ＋１）が有効であるときにはステップＳ３３に移
行し、「ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ＋１）〕＞ｄｔｈ」であるかを判断する。そして、「
ａｂｓ〔ｄ（ｉ）－ｄ（ｉ＋１）〕＞ｄｔｈ」を満足するとき、ステップＳ３４に移行し
、マダラ指数Ｓｍを１だけカウントアップしてステップＳ３５に進み、満足しないときに
はそのままステップＳ３５に進む。
【００３３】
　つまり、図５に示すセルの区分において、ｉ　ｍｏｄ　Ｉｃｏｌ≠０となるのは、最右
列を除く列であるため、ステップＳ３２、ステップＳ３３では、ｉ＝αとしたとき、セル
αの右の列にセルαと隣接しかつ関心領域内のセルがあるときに、セルαの輝度レベルと
セルαの右の列のセルαと隣接するセル（ｉ（α）＋１）の輝度レベルとを比較し、その
差がしきい値ｄｔｈより大きいとき、まだらと判定している。
　ステップＳ３５では、変数ｉをｉ＋１に更新し、変数ｉがＩａｌｌ＋１であるとき、つ
まり、全てのセルについてマダラ判定が終了したとき（ステップＳ３６）、ステップＳ３
７に移行し、マダラ指数Ｓｍを、フレームを識別する変数Ｆと対応付けて、所定の記憶領
域に格納する。
　これにより、フレームＦに対するマダラ指数演算処理が終了する。
【００３４】
　そして、図２に戻って、フレームＦに対するマダラ指数演算処理（ステップＳ９）が終
了したことからステップＳ１０に移行し、フレーム変数ＦをＦ＝Ｆ＋１に更新する。
　そして、全フレームについてマダラ指数の演算が終了していなければ、ステップＳ８に
戻り、次のフレームについて、セルの輝度レベルを演算し（ステップＳ８）、マダラ指数
演算処理を行なう（ステップＳ９）。
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　つまり、本実施形態では、超音波造影剤を用いて超音波画像を取得している。超音波造
影剤は被検体に注射した後に体内に伝達されやがて消滅するため、得られる超音波画像は
、超音波造影剤を被検体に注射した後、時間の経過と共に時々刻々と変化する。そのため
、超音波造影剤を被検体に注射した後、観察対象部位の状況に応じた超音波画像を得るこ
とができる有効期間（例えば１分間程度）内の超音波画像を解析対象として、その間の各
フレームについてマダラ指数を演算する。なお、有効期間は、膵癌および膵炎の鑑別を行
なう場合には例えば、超音波造影剤を注射した後１分間程度としているが、超音波画像取
得装置２０の性能や症例によっても異なるため、１分間に限るものではなく、任意に設定
することができる。
【００３５】
　そして、全てのフレームについてマダラ指数の演算を行なったならば、ステップＳ１１
からステップＳ１２に移行し、全てのフレームのマダラ指数に基づきその平均値を演算し
これを平均マダラ指数とする。そして、各フレームにおけるマダラ指数を、例えば横軸を
時間、縦軸をマダラ指数としてグラフ表示するとともに、平均マダラ指数を表示する（ス
テップＳ１２）。以上により処理が終了する。
　なお、ここでは、有効期間の平均マダラ指数を演算するようにしているが、平均マダラ
指数を演算する期間をユーザが設定するようにしてもよい。例えば、有効期間におけるマ
ダラ指数を時系列にグラフ表示した後、表示装置４に平均マダラ指数を演算する期間を問
い合わせる表示を行う。そして、例えば、ユーザがマダラ指数の時系列のグラフを参照し
、良好なマダラ指数が得られている区間を、入力装置３を操作することにより入力したと
き、この入力装置３により設定された区間のマダラ指数について、平均マダラ指数を演算
するようにしてもよい。同様に、マダラ指数を時系列に表したグラフについても、ユーザ
が入力装置３を設定することにより設定された区間についてのみ、マダラ指数を時系列に
グラフ表示するようにしてもよい。
　また、平均マダラ指数は必ずしも演算しなくてもよい。つまり、マダラ指数を時系列に
表示させた段階で、マダラ指数が、どの範囲で推移しているかを大まかに視覚的に把握す
ることができる。したがって、必ずしも平均マダラ指数を演算しなくてもよい。
【００３６】
　図７は、関心領域内のセルの輝度レベルの一例を示したものである。ここでは簡単のた
めに、グリッドで区分されるセルからなるグリッド領域と関心領域とが一致しており、関
心領域内のセルが５行×５列に区分されている場合について説明する。なお、図７におい
て、白のセルは輝度レベルが「０」であることを表し、荒いハッチングが付されたセルは
輝度レベルが「１」であることを表し、細かいハッチングが付されたセルは輝度レベルが
「２」であることを表す。
　グリッド領域は、図５に示すように左上から順にナンバリングされるため、図７に示す
セルは、１から２５までナンバリングされる。
【００３７】
　図７（ａ）に示すように、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ１」のフレームにおいて、３行３列目の
セル１３のみが輝度レベル「２」であり、他のセルが「０」である場合、２行３列目のセ
ル８が対象セルである場合、セル８は、ｉ（＝８）＋Ｉｃｏｌ（＝５）＜Ｉａｌｌ（＝２
５）＋１を満足しかつ、ｄ（ｉ（＝８）＋Ｉｃｏｌ（＝５））は有効であり、ａｂｓ〔ｄ
（ｉ＝８）－ｄ（ｉ（＝８）＋Ｉｃｏｌ（＝５））〕＞ｄｔｈ（＝２）を満足する。その
ため、セル８とセル１３との関係はまだらと判断され、マダラ指数はＳｍ＝１となる。
　３行２列目のセル１２が対象セルである場合、セル１２は、ｉ（＝１２）＋Ｉｃｏｌ（
＝５）＜Ｉａｌｌ（＝２５）＋１かつ、ｄ（ｉ（＝１２）＋Ｉｃｏｌ（＝５））を満足し
、ａｂｓ〔ｄ（ｉ＝１２）－ｄ（ｉ（＝１２）＋Ｉｃｏｌ（＝５））〕＞ｄｔｈ（＝２）
を満足する。そのため、セル１２とセル１３との関係はまだらと判断され、マダラ指数は
Ｓｍ＝２となる。
【００３８】
　同様の手順で、３行３列目のセル１３が対象セルであるときには、セル１３は、上下左
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右のセル８、１８、１２、１４と、それぞれステップＳ２３、２４、２６、２７、２９、
３０、３２、３３の関係を満足するため、マダラ指数Ｓｍは６となる。
　さらに、３行４列目のセル１４が対象セルであるときには、セル１４は、セル１３と、
ステップＳ２９、３０の関係を満足するため、マダラ指数Ｓｍは７となる。４行３列目の
セル１８が対象セルであるときには、セル１８は、セル１３と、ステップＳ２２、２３の
関係を満足するため、マダラ指数Ｓｍは８となる。その結果、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ１」の
フレームにおけるマダラ指数はＳｍ＝８となる。
【００３９】
　同様に、図７（ｂ）に示すように、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ２」のフレームにおいて、２行
２列目のセル７および２行３列目のセル８が輝度レベル「２」、３行３列目のセル１３お
よび３行４列目のセル１４が輝度レベル「１」であり、他のセルが「０」である場合には
、セル２とその下のセル７との間、セル３とその下のセル８との間、セル６とその右のセ
ル７との間がまだらと判断される。また、セル７とその上（セル２）、その左（セル６）
、その下（セル１２）のそれぞれのセルとの間、セル８とその上（セル３）、その右（セ
ル９）のそれぞれのセルとの間、セル９とその左のセル８との間、セル１２とその上のセ
ル７との間、がそれぞれまだらと判断される。その結果、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ２」のフレ
ームにおけるマダラ指数はＳｍ＝１０となる。
【００４０】
　同様に、図７（ｃ）に示すように、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ３」のフレームにおいて、１行
２列目のセル２、２行２列目のセル７、および４行３列目のセル１８が輝度レベル「２」
、２行３列目のセル８および２行４列目のセル９が輝度レベル「１」であり、他のセルが
「０」である場合には、セル１とその右のセル２との間、セル２とその左（セル１）およ
び右（セル３）のそれぞれのセルとの間、セル３とその左のセル２との間、セル６とその
右のセル７との間、セル７とその左（セル６）およびその下（セル１２）のそれぞれのセ
ルとの間、セル１２とその上のセル７との間、セル１３とその下のセル１８との間、セル
１７とその右のセル１８との間、セル１８とその上（セル１３）、左（セル１７）、右（
セル１９）、下（セル２３）のそれぞれのセルとの間、セル１９とその左のセル１８との
間、セル２３とその上のセル１８との間、がそれぞれまだらと判断される。その結果、時
点「Ｔｉｍｅ　ｘ３」のフレームにおけるマダラ指数はＳｍ＝１６となる。
【００４１】
　同様に、図７（ｄ）に示すように、時点「Ｔｉｍｅ　ｘ４」のフレームにおいて、１行
４列目のセル４、３行２列目のセル１２、５行２列目のセル２２および５行２４列目のセ
ル２４が輝度レベル「２」、２行１列目のセル６、２行２列目のセル７、３行１列目のセ
ル１１、３行４列目のセル１４および３行５列目のセル１５が輝度レベル「１」であり、
他のセルが「０」である場合には、セル３とその右のセル４、セル４とその左（セル３）
、その右（セル５）および下（セル９）のそれぞれのセルとの間、セル５とその左のセル
４との間、セル９とその上のセル４との間、セル１２とその右（セル１３）および下（セ
ル１７）のセルとの間、セル１３とその左のセル１２との間、セル１７とその上（セル１
２）および下（セル２２）との間、セル１９とその下のセル２４との間、セル２１とその
右のセル２２との間、セル２２とその上（セル１７）、左（セル２１）、右（セル２３）
のそれぞれのセルとの間、セル２３とその左のセル２２および右のセル２４との間、セル
２４とその上（セル１９）、その左（セル２２）および右（セル２５）のそれぞれのセル
との間、セル２５とその左のセル２４との間が、まだらと判断される。その結果、時点「
Ｔｉｍｅ　ｘ４」のフレームにおけるマダラ指数はＳｍ＝２２となる。
【００４２】
　次に、上記実施形態の動作を説明する。
　図８は、超音波造影剤としてマイクロバブルを用いて得た時系列の超音波画像の一例で
あって、典型的な膵癌症例の超音波画像である。膵内に低エコー腫瘤が認められる。一般
に膵癌は、正常膵よりも低エコー（黒く）に見える。
　超音波造影剤を被検体に注射すると造影剤は、白い点状のバブルとして腫瘍内に流入す
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る。
　図８の膵癌症例は、造影剤を投入する前（図８（ａ））、投入から１５秒後（図８（ｂ
））、３０秒後（図８（ｃ））、４５秒後（図８（ｄ））を表している。一見してわかる
ように腫瘍内にバブルが均一に流入せず、バブルが流入するところと、しないところとで
ムラができている。
【００４３】
　症例によってはバブルがほとんど入らない膵癌症例もあるが、典型的な膵癌症例では、
図８のようなパターンでムラができる。
　このような超音波画像を表す超音波画像データを解析装置２に読み込むと（ステップＳ
１）、例えば図９に示すように表示装置４に超音波画像が表示される。
　そして、ユーザの関心領域の操作に応じて関心領域を設定し（ステップＳ２、Ｓ３），
さらにユーザのグリッド調整に応じてグリッドを設定すると、例えば図１０の左側に示す
ように超音波画像上にグリッドが表示される（ステップＳ４～Ｓ６）。
【００４４】
　さらに、設定されたグリッドにしたがって、セルの輝度演算処理が行なわれると、例え
ば、図１０の中央に示すようなセルごとの輝度レベルの演算結果が得られる（ステップＳ
８）。
　そして、セルごとの輝度レベルの演算結果に基づき、マダラ指数演算処理を行い（ステ
ップＳ９）、この処理をフレームごとに行なうことによって、フレームごとのマダラ指数
が得られる。
　得られたフレームごとのマダラ指数は、図１１に示すように時系列に表示装置４に表示
され、さらにその平均マダラ指数が図１１の右下に示すように、表示装置４に表示される
（ステップＳ１２）。
【００４５】
　例えば、図１１の場合には、平均マダラ指数は約２０．６７として演算される。
　なお、図１１は、造影剤注射後、１分間におけるマダラ指数を表したものである。
　一方、図１２は、典型的な慢性膵炎症例の超音波画像を示したものである。この場合も
造影剤注射前（図１２（ａ））、造影剤注射後１５秒後（図１２（ｂ））、３０秒後（図
１２（ｃ））、４５秒後（図１２（ｄ））の超音波画像を示している。
　図１２（ａ）に示すように、炎症も通常の超音波では低エコーとして抽出される。造影
前には、膵内に低エコー腫瘤が認められる。しかしながら、これだけでは、腫瘍（癌）な
のか炎症なのかの鑑別は困難である。
【００４６】
　造影を行なうと、図１２（ｂ）～図１２（ｄ）に示すように、白い点状に見えるバブル
は低エコー腫瘤内に均一に流入し、ムラはほとんどできない。
　図８の膵癌症例の場合と同様の手順で、造影開始後１分間における平均マダラ指数を演
算したところ、「６」であり、図８に示す膵癌症例の場合（約２０．６７）とは異なり、
非常に低い値を示した。
　図１３は、膵癌症例の超音波画像を示したものである。膵内に低エコー腫瘤が認められ
るが、造影では見た目は図８の症例ほど造影剤の流入のムラが発生していない。
【００４７】
　慣れた専門医がこの造影所見を見ると、正確に診断できるかもしれないが、この症例の
ように目に飛び込んでくる印象だけでは慢性膵炎と鑑別が難しい症例もある。この図１３
の膵癌症例について平均マダラ指数を演算すると、「２９」となり、実際に数値化すると
、慢性膵炎とは異なることがわかり、膵癌である可能性が高いと容易に診断することがで
きる。
　したがって、例えば、膵癌と膵炎との過去の症例を解析することなどによって、マダラ
指数の演算に必要な各種条件について、膵癌と膵炎との鑑別に適した値を予め検出し、解
析装置２の各種条件の初期値として設定しておく。
【００４８】
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　そして、このように各種条件が設定された解析装置２を用いて、膵癌あるいは膵炎症例
の超音波画像を解析すれば、マダラ指数の推移および平均マダラ指数を得ることができる
。そして、上述のように、膵癌の平均マダラ指数は、膵炎の平均マダラ指数に比較して大
きな値となる傾向にあり、また、平均マダラ指数の取り得る値の範囲は、膵癌と膵炎とで
比較的分かれる傾向にある。したがって、膵癌と膵炎との鑑別に比較的不慣れな施行医、
あるいは、超音波画像だけでは膵癌と膵炎との鑑別が困難な症例の場合などでも、平均マ
ダラ指数やマダラ指数の推移を参照することによって、膵癌と膵炎との鑑別の一助とする
ことができる。
【００４９】
　なお、症例によっては、膵癌であっても、膵癌の部位に超音波造影剤が入らず超音波画
像が黒っぽい画像となり不均一性が得られない場合もある。このような場合には、平均マ
ダラ指数は比較的低い値となり、一般的な膵癌や膵炎の平均マダラ指数から鑑別を行なう
と、適切な鑑別を行なうことができない可能性がある。そのため、さらに、従来のＴＩＣ
も同時に求め、その結果も、表示装置４に表示するように構成してもよい。このように、
同一の超音波画像に対する、異なる解析手法による解析結果を表示することによって、一
般的な膵癌や膵炎ではない症例であり、平均マダラ指数による鑑別では膵癌ではないと判
断される場合であっても、ＴＩＣの結果からは膵癌と判断されることになり、両者の結果
を用いることによって、より適切な鑑別を図ることができる。
【００５０】
　また、上記実施形態においては、関心領域を含むようにグリッドを設定し、関心領域を
矩形状のセルに区分する場合について説明したがこれに限るものではない。例えば、三角
形、六角形など、セルどうしが重なることなく関心領域を同一形状の複数のセルで分割す
ることができればどのような形状であってもよい。また、セルを千鳥配置にしてもよい。
　また、１つのセルに対して上下左右のセルとその輝度レベルを比較し、輝度レベルの差
がしきい値ｄｔｈ以上であるときにまだらと判断しているが、これに限るものではない。
例えば、１つのセルに対して斜めの関係にあるセルとその輝度レベルを比較するようにし
てもよく、また、上下左右および斜めの関係にあるセル全てについて輝度レベルを比較す
るようにしてもよい。
【００５１】
　また、１つのセルに対して上下左右のセルとその輝度レベルを比較する場合に限るもの
ではなく、例えば、隣接する同階調のセルは１つのセルとみなし、この隣接する同階調の
セルからなる１つのセル群とその上下左右のセルとを比較するようにしてもよい。その場
合、セル群に含まれる各セルと上下左右の関係にあるセルと、１つのセル群とを比較する
ようにしてもよい。例えばＰ個の同一階調の隣接するセルを１つのセル群としたとき、こ
のセル群に含まれるＰ個の各セルについて、その上下の関係にあるＰ×２個のセルそれぞ
れの輝度レベルと、１つのセル群の輝度レベルとを比較する。さらに、セル群に含まれる
Ｐ個のセルのうち最左端のセルとその左側のセルとを比較し、同様に、セル群に含まれる
Ｐ個のセルのうち最右端のセルとその右側のセルとを比較し、これらの差がしきい値ｄｔ
ｈ以上である個数を、このセル群に対するまだらの数として判断するようにしてもよい。
あるいは１つのセル群と上下左右の関係にあるセルのうち、黒を除く同一階調のセルが連
続し、かつセル群に含まれるセルの数と同数のセルが連続する複数のセルのみを比較対象
とし、この連続する複数のセルを一つのセルとみなし、複数のセルと１つのセル群とにつ
いて輝度レベルを比較するようにしてもよい。例えばＰ個の黒を除く同一階調の隣接する
セルを１つのセル群としたとき、このセル群の上下および左右のセルのうち、Ｐ個のセル
が連続して同一階調であるときこのＰ個のセルを比較対象とし、比較対象とみなすことの
できるＰ個のセルを一つのセルとして、Ｐ個のセルと１つのセル群とを比較し、これらの
差がしきい値ｄｔｈ以上である個数を、このセル群に対するまだらの数として判断するよ
うにしてもよい。
【００５２】
　また、Ｐの数は、必ずしも黒を除く同一階調の連続するセルの数に限るものではなく、
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例えば２個あるいは３個など任意に設定することができ、まだらの判断対象のセルを１つ
とするのか、黒を除く同一階調の連続する複数のセルを１つのセルとみなして比較を行な
うのか、いくつのセルを１つのセルとみなすのかといった条件や、あるいは、比較対象の
セルを１つとするのか、同一階調の連続する複数のセルを１つのセルとみなして比較対象
の１つのセルとするのか、などといった条件も、任意に設定することができる。
　また、例えば、このように、まだらの判断対象のセルを１つとするか、あるいは黒を除
く同一階調の連続する複数のセルを１つのセルとみなして比較を行なうか、いくつのセル
を１つのセルとみなすか、あるいは、比較対象のセルを１つとするか、あるいは同一階調
の連続する複数のセルを１つのセルとみなすか、また、判断対象のセルに対して比較対象
とするセルとして、上下左右のセルとするか、斜めの関係にあるセルとするか、あるいは
これら両方のセルとするかなどといった条件を問い合わせる文章を表示装置４に表示し、
入力装置３などをユーザが操作することにより、これら条件が設定されたならば、設定さ
れた条件にしたがってセルを比較するようにしてもよい。
【００５３】
　つまり、どのセルとどのセルとを比較するかによって得られるマダラ指数の数が変化し
、また、関心領域を矩形で区切っているため、超音波画像で表される像の形状によっては
まだらと判断されにくい可能性もある。したがって、前述のグリッド線の本数や、輝度レ
ベルをいくつの階調に分類するかなども考慮して、セルの比較方法を設定することによっ
て、輝度の不均一性をより的確に判断することができる。
　また、上記実施形態においては、医用画像処理装置１０において、入力される超音波画
像データに対して処理を行なう場合について説明したがこれに限るものではない。例えば
、超音波画像データ自体を取得する、超音波診断装置などの超音波画像取得装置２０側に
図２に示す処理を組み込み、超音波画像取得装置２０側で、超音波画像データを取得する
とともに、平均マダラ指数の演算および表示も行なうようにしてもよい。
【００５４】
　また、上記実施形態においては、膵臓の超音波画像に対して処理を行なう場合について
説明したがこれに限るものではない。例えば、肝臓、乳腺、前立腺、腎臓、など、超音波
造影剤を用いて超音波画像を取得し、この超音波画像を用いて悪性か良性かなどを鑑別す
るような検査対象部位であれば適用することができ、超音波造影剤を用いて取得した超音
波画像データであれば、適用することができる。
　その場合には、不均一性の度合や、輝度のばらつきなどが、検査対象部位の種類あるい
は超音波画像の測定方法などによって異なる可能性がある。そのときには、前述のマダラ
指数の算出に影響を与える各種条件を、検査対象部位に応じて設定すればよい。
【００５５】
　なお、上記実施形態において、入力装置３が入力操作部に対応し、図２のステップＳ１
の処理が表示処理部に対応し、ステップＳ２～ステップＳ６の処理が区分処理部に対応し
、ステップＳ８の処理が輝度レベル演算部に対応し、ステップＳ９の処理が不均一性度合
演算部に対応し、ステップＳ１３の処理が演算結果出力部に対応している。
　また、本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではな
く、本発明が目的とするものと均等な効果をもたらす全ての実施形態をも含む。
　さらに、本発明の範囲は、請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定される
ものではなく、全ての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組
み合わせによって画され得る。
【実施例】
【００５６】
　医用画像処理装置１０を用いて鑑別を行なった。
　膵癌と膵炎とによる炎症性腫瘤の鑑別が問題となるのは、経験的に、２～３ｃｍの大き
さ（領域）のものである。そこで、鑑別対象の症例として、鑑別上問題となりやすい約２
ｃｍ大の腫瘍（領域）を用いた。具体的には、最少１０ｍｍ、最大３６ｍｍの大きさ（領
域）であり、平均径は２２．４ｍｍ、中央値は２３ｍｍの腫瘍を用いた。
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　また、このような約２ｃｍ大の腫瘤（領域）に対して、１０×１０のセル数、セルの輝
度レベルを５段階に設定し、しきい値ｄｔｈを「２」として輝度レベルに２階調以上の差
があるときに、まだらと判断するように設定した。
　その結果、得られたマダラ指数Ｓｍの時系列的な変化、また、平均マダラ指数から、膵
癌と慢性膵炎とを高い診断精度で鑑別することができることが、確認できた。
【符号の説明】
【００５７】
　１　超音波画像データ記憶装置
　２　解析装置
　３　入力装置
　４　表示装置
１０　医用画像処理装置
２０　超音波画像取得装置

【図１】 【図２】
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